
議案第２２号 

市道路線の廃止について 

別紙のとおり市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

平成３０年２月２６日提出 

愛西市長 日 永 貴 章 

提案理由 

この案を提出するのは、市道路線の再編を行うため廃止をする必要がある

からである。 



起　　　　　　点

終　　　　　　点

愛西市柚木町北田面２４４番１地先から

愛西市柚木町元屋敷曲輪３２９番７地先まで

愛西市西條町小島４９番１地先から

愛西市東條町五反田５６番２地先まで

愛西市藤ケ瀬町西平１９４番１地先から

愛西市上東川町新七前１１５番３地先まで

愛西市上東川町新七前２７番地先から

愛西市上東川町新七前１１５番３地先まで

愛西市下東川町水戸１３番地先から

愛西市下東川町北山９１番１地先まで

愛西市諸桑町東浦７７番１地先から

愛西市諸桑町東浦１０２番１地先まで

愛西市南河田町八龍１番１地先から

愛西市南河田町八龍２６番４地先まで

愛西市北河田町郷東８３番１地先から

愛西市北河田町郷東９２番１地先まで

廃止路線

7077号線

7043

9173

別　紙

重要な経過地

7043号線

9359 9359号線

整理番号 路 線 名

2182

9360号線

7077

9173号線

9360

2182号線

153 153号線

6033 6033号線


